
保育の安全に関わる情勢
と今後の取り組みについて

⼦どもの命を考える集会⑨
2022年4⽉17⽇
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保育の重⼤事故をなくすネットワーク
「無償化及び保育にかかわる安全対策につ
いての要請書」 2022年3⽉4⽇政府懇談
※要望書は⼤保連ホームページに掲載



認可外保育施設の問題
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経過措置の対象外とするためには
⾃治体で条例化が必要だが、条例
制定は全国で20⾃治体程度

「2年後」とは2021年10⽉のこと



無償化法案の参考⼈質疑（2019年3⽉27⽇・5⽉7⽇）
• 寺町東⼦参考⼈「認可外保育施設のうち指導監督基準を満たさない施
設、これについては無償化の対象から外すべき」「質の向上を促すと
いう観点でも、この附則第4条は⾜かせになります。基準を満たさない
認可外を5年間の経過措置で給付対象にしたら、基準を満たさなくても
無償化になるわけですね。そうすると、質を⾼めていこうというイン
センティブがなくなります。」（衆議院内閣委員会）

• 藤井真希参考⼈「附則第4条で指導監督基準を満たしていない施設に5
年間もの経過措置を与えることは、⼦どもの安全を脅かすことになり
ますし、また⼦どもの健やかな発達の妨げになる可能性もありま
す。」（参議院内閣委員会）
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依然として、⼦どもの安全を最
優先とする意識の徹底が⼗分と
はいえない状況が⾒受けられて
おり、“保育者の安全意識が不
⼗分”、“安全な教育・保育環境
の確保の不⾜”、“緊急時の対応
の不徹底”など国のガイドライ
ンの周知・理解が⼗分でない等
の基本的な部分での課題も浮き
彫りとなっている。
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2019（R１）年の指導監督基準への適合状
況は全体で59.8％。内訳は、ベビーホテル
45.９％、事業所内保育施設62.５％、その
他の認可外保育施設57.８％。

基準不適合の上位項⽬は「施設及びサービ
スに関する内容の掲⽰」、「⾮常災害に対
する具体的計画（消防計画）の策定・訓練
の実施」、「乳児の健康診断の実施」。

職員1⼈あたり施設数が少ない⾃治体ほど
⽴⼊調査の実施率が⾼い傾向にある。

現⾏の認可外保育施設の指導監督指針では、
すでに⼀定程度、⽴⼊調査が柔軟化されて
いる部分がある。

認可外保育施設指導監督指針では「年１回
以上の⽴⼊調査」が原則と定められている。
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2019（R1）年度のデータでは「指導監督基
準に適合していないもの」として把握され
た施設は、全体で約4000施設。そのうち改
善勧告まで⾄ったものは0.2％であり、⽂書
指導まで⾄ったものは約6割、⼝頭指導ま
でのものは約4割弱となっている。
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「保育所等の質確保・向上のための取組強
化事業」にかかる予算額（「保育対策総合
⽀援事業費補助⾦）及び実施⾃治体数推移。
2018年度 381億円 31⾃治体
2019年度 394億円 50⾃治体
2020年度 394億円 69⾃治体
2021年度 402億円 集計中
2022年度 453億円
※市区町村数：1741
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認可化移⾏運営新事業を活⽤する施設数、
認可へ移⾏する施設数ともに、減少してい
る。また、認可外保育施設のうち、約３割
が認可保育所等への移⾏を希望するが、残
りの約７割は認可外保育施設として運営を
続ける予定。



幼児教育・保育の無償化施⾏後２年の検討における認可
外保育施設等の取扱いについて【要望】

• 指導監督基準を満たさない認可外保育施設等を対象から外してください

• 認可外保育施設の⽴⼊指導を徹底するとともに、認可化移⾏の促進を強め
てください

• 無償化施⾏後２年の検討における施⾏状況調査及び検討過程の情報につい
て公開してください

• 無償化対象でも公的無過失保険に加⼊できない施設等があることから、事
故対応の公平性が確保されるようにしてください
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基準満たさない認可外保育施設への経過措置は2023年10⽉まで継続。

⽴⼊調査が⼗分でない点は、指導権限のある⾃治体職員の増員ではなく、「巡回⽀援指導員」の活⽤や、⽴⼊調査の柔軟
化（書⾯による確認等の調査⼿法など）を検討。



実地監査緩和の問題

15



実地監査緩和のパブコメ【改正趣旨①】
• 児童福祉法施⾏令第38条の規定により、都道府県知事は、児童福祉施設が

設備及び運営に関する基準を満たしているかについて、１年に１回以上、
当該職員に実地で検査させなければならないこととされている。

• また、令第 35 条の４の規定により、市町村⻑は、家庭的保育事業等が設
備及び運営に関する基準を満たしているかについて、１年に１回以 上、
当該職員に実地で検査させなければならないこととされている。

安全で質の⾼い保育を⼦どもたちに提供するために
「１年に１回以上 実地につき検査させなければならない」＝義務規定

年１回 実地（＝現場に⾏って）検査（＝監査）する
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実地監査緩和のパブコメ【改正趣旨②】
• 令和３年地⽅分権改⾰に関する提案募集において、原則実地とされている

社会福祉法⼈及び社会福祉施設等に対する指導監査等について、昨今の新
型コロナウイルス感染症の感染拡⼤防⽌等の観点から、実地によらずとも
実施できるよう、書⾯やリモートでの監査を認めるよう提案を受けたとこ
ろ。【実地から書⾯などに緩和】

• 児童福祉施設以外の施設に対する監査等の⽅法については、それぞれの所
管部局において通知で定められているが、児童福祉施設等に対する検査の
⽅法については、上述のとおり、政令で定められているため、今般、令の
改正を検討する。【 法令で定めるのをやめて通知レベルに緩和】
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※⽼⼈福祉施設・障害者⽀援施設・社会福祉法⼈の指導監査は通知レベル

※平成30年度にも運⽤⾒直しの提案あり



実地監査緩和のパブコメ【改正概要】
• 児童福祉施設への都道府県知事による実地検査を規定する令第 38 条及び

市 町村⻑による家庭的保育事業等への実地検査を規定する令第 35 条の４
から、 監査を実地で⾏うという要件を削除する。

※ 改正後における児童福祉施設等に対する監査の⽅法については、
厚⽣労働省⼦ども家庭局⻑通知において具体化する予定。
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実地監査緩和のスケジュール
• パブリックコメント 2021年12⽉24⽇〜2022年1⽉22⽇
• 2022年4⽉から改正施⾏（予定）

• 意⾒ 計280件

• 関係法令等の改正（必要に応じて）2022年夏頃 【先送り】
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児童福祉施設等の感染防⽌・指導監査の在り⽅に関する研究会

• 2021年8⽉から2022年1⽉まで4回開催
• 2022年1⽉31⽇ 研究会報告書
監査⽅法の⾒直し（概要）
児童福祉施設への定期的な監査について、例外的に書⾯による監査を導⼊

実地による監査が原則

条件（前年度の実地監査が適切・設置後⼀定年限以降の施設）をクリアし、
理由①または②による場合は、例外的に書⾯監査が可能

①実地監査を控えるべき事情があると認められ、かつ、直近の監査で⼤きな問題なし
②前年度の実地監査の結果、適正な運営が確保されている

これを運⽤すれば、実地監査は2年〜3年に1回ということもありえます
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パブコメへの意⾒（抜粋）
• 現地に⾏くことで判ることはたくさんあります。 具体的には、臭い、汚

れ、整理整頓の⽋如、２⽅向避難路が現実に避難可能 な状態か、備える
べき帳簿・備品などが現実に存在するか、⼦どもや職員の表情など、現地
に⾏けば⼀⽬瞭然なことから、ちょっとおかしいな？と思って精査・深掘
りのキッカケになることまで、さまざまな情報が得られます。百聞は⼀⾒
に如かず、です。

• 保育施設の質の低下が懸念されている昨今、原則としての実地検査をやめ
てしまうことに強く反対です。特に０歳児などの⼦どもは、何か問題が起
きていても誰かに伝える術を持ちません。そして、親も保育施設内のこと
は、隠されてしまえばわかりえません。そんな中、実地でなくても良い、
としてしまえば、 問題を隠蔽しやすくするだけです。
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2018年度 総務省⾏政評価
「⼦育て⽀援に関する⾏政評価・監視―保育施設等の安全対策を中⼼として―」

• 地⽅公共団体における保育施設等に対する年１回以上の実地監査が徹底さ
れるよう、地⽅公共団体における監査の実施⽅法について、監査の質にも
留意して把握・分析し、⼈員体制に応じて効率的かつ効果的に実地監査を
履⾏できる⽅策を検討すること。あわせて、年１回以上の実地監査が求め
られている保育施設等に対する地⽅公共団体の実地監査の実施率を毎年度
公表すること。

• 保育施設等に対する実地監査は、保育施設等の運営の実態を地⽅公共団体
が的確に把握するための重要な⼿段であり、平成29年3⽉に東京都におい
て取りまとめられた検証報告書では、死亡事故が発⽣した保育施設に対し、
地⽅公共団体において実施監査を事業開始以降⼀度も実施していなかった
ことが、「⾏政による指導体制に関する問題点や課題」として指摘されて
いる。
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全国平均62.5％ 実施100％は50% 60％未満は28％
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義務付けで100％にならず⾃治体間で⼤きな差がある



実地監査の運⽤⾒直しを提案した⾃治体
• 施設数が増加する⼀⽅で、実際に監査を⾏う職員数が不⾜している
• 保育施設数が増加する⼀⽅、職員の増員等実地検査体制の整備は容易でな

い
• 検査対象保育所数が増加している中、限られた職員数で実地検査を⾏って

いる
• 保育所数は年々増加しており、限られた職員で毎年全保育所に対し実地検

査を⾏うことに苦慮している

⼤半は、監査対象施設に⾒合った⼈員体制整備がままならないことが理由

⇨ ⼈が⾜りないなら、⼈を増やすべき！
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実地監査をきっかけに認定取消し
姫路市「わんずまざー保育園」（地⽅裁量型認定
こども園）は、実地監査により、劣悪な保育状況
（定員をはるかに超える⼦どもを預かり、給⾷の
おかずはスプーン１杯分だけ等）があきらかとな
り認定取り消し（2017年4⽉）となっています。
この事例でも、開園から約２年が経過する時点で
の実地監査であったことから、年１回以上の監査
がされていれば、もっと早くに対応でき、利⽤児
童等への影響も⼩さくできたものと思われます。
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実地監査の徹底・充実を
近年、保育施設における重⼤事故件数が増加しており、
不適切な保育事例の報告もあることから、実地監査の徹
底・充実を通じて保育施設における安全対策を徹底・推
進させることこそが重要です。
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２号認定、３号認定児童を多く
保育している施設は事故が圧倒
的に多い傾向。

死亡事故は減少しているものの
意識不明件数が増加。

この背景には、職員配置基準の
問題がある。
配置基準の実態との乖離は、
国の調査で約1.45倍
⺠間の調査で約1.9倍
配置基準は70年以上も改善され
ていない。

⼤阪市は認可保育所での死亡事
故の教訓から昨年６⽉に配置基
準改善や看護師配置を国に要望。



国会質疑での政府答弁
（2022年3⽉16⽇参議院内閣委員会⽥村智⼦参議院議員の質疑）

厚労省の研究会の報告書では、指導監査について
はあくまでも実地によることが原則とし、例外的
に実地によらない⽅法をとる場合に⼀定の条件を
求めるべきとの意⾒をいただいております。

保育等の質の確保が重要なことは当然でありまし
て、研究会の意⾒を踏まえ、保育等の質の確保と
両⽴した実効的な指導監査が可能となるよう引き
続き検討してまいりたいと考えております。
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いまの政府⽅針では、今年の夏
頃に緩和のための関係法令の改
正を⾏い、2023年度から緩和を
実施する⾒込み。



実地監査の徹底・充実を
政府が創設を⽬指す「こども家庭庁」は、こどもの最善の利益を第⼀に考え、
こどもに関する取組・政策を我が国社会の真ん中に据える、その司令塔だと
しています。そして、所管する事務には「こどもの安全」も柱だてられてい
ます。ならば、⾏政の体制上の問題からの出発でなく、⼦どもの最善の利益
から、実地監査がどうあるべきかを考えるべきではないでしょうか。

⼦どもたちの安全のために声をあげていこう！
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⼤保連からの提起 1500⼈の「声」を届けよう！（5⽉21⽇〆切）
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全国での取組み予定 ２つの署名（WEB併⽤）（6⽉30⽇〆切）

31

4⽉28⽇（⽊）記者会⾒
4⽉28⽇〜5⽉2⽇ 各地でアピール⾏動

現在、国会では、こども家庭庁関連法
案の審議が始まろうとしています。
新たな省庁の創設によって⼦ども関連
の施策が充実するのかどうか、国会審
議を中⽌するとともに保育現場の実態
や要望を社会にアピールし、保育施策
拡充の世論を喚起することが重要です。


